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会議録 
会議の名称 第64回西東京市建築審査会 

開 催 日 時 令和７年４月17日（木曜日）午後２時から２時45分まで 

開 催 場 所 保谷東分庁舎 地下１階会議室１ 

出 席 者 【委員】井上会長、鈴木委員、原田委員、杉﨑委員、三沢委員 

【特定行政庁】古厩部長、名古屋課長、海老澤係長、堀川主査、木下主

事 

【事務局】榊原主幹、長谷川係長、橋本主事 

議 題 議題１ 第63回会議録（案）について 

議題２ 議案第95号 建築基準法第43条第２項第２号による許可に関し

西東京市建築審査会の同意を求めることについて 

議題３ その他 

会議資料の

名 称 

資料１ 第63回会議録（案） 

資料２ 議案第95号 

傍 聴 人 なし 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記

録 

会議内容 

○委員 

 第64回西東京市建築審査会を開会する。 

まず、議題１ 第63回会議録（案）について、説明を求める。 

○事務局 

（第63回会議録（案）の説明） 

○委員 

第63回会議録（案）について、意見、質問等があれば発言をお願いする。 

（意見なし） 

○委員 

それでは、議事終了後に第63回会議録への署名を三沢委員にお願いする。 

○委員 

 次に、議題２ 議案第95号について、説明を求める。 

○特定行政庁 

 （議案第95号の説明） 

○委員 

 議案第95号について、意見、質問等があれば発言をお願いする。 

○委員 

資料２３について、現況幅員が４ｍない所があるが、道の境界線は、Ｌ字溝の外側か。 

○特定行政庁 

 道の境界線はＬ字溝よりも更に外側にある。 

○委員 

 資料２５について、ウッドデッキが境界線を越えて設置されているが、境界線について所有

者は認識しているか。 

○特定行政庁 

 認識している。 

○委員 

 1480番８について、不動産登記簿上分筆する範囲について確認したい。 

○特定行政庁 

 資料２６の公図中1480番８のうち、1480番９と1480番51の間でかつ道の中心線から計画敷地
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までの範囲である。 

○委員 

 資料２３について、当該分筆予定地と1480番９の境の現況幅員3.98ｍは、計画敷地に影響す

る幅員か。 

○特定行政庁 

 当該幅員は1480番９に建築されているブロック塀に係る幅員であるため、計画敷地には影響

していない。 

○委員 

ほかに意見、質問等はないか。ないようであれば、議案第95号についての質疑を終了する。 

 続いて評議を行う。 

 

 

評議内容は非公開 

 

議案第95号・・・同意する。 

 

 

○委員 

 次に、議題３ その他 次回会議の開催について、事務局からの説明を求める。 

○事務局 

 次回の建築審査会の開催については、令和７年５月15日を予定している。 

○委員 

 本日予定していた議題は終了した。ほかによろしいか。 

 これをもって、第64回西東京市建築審査会を終了する。 

 


